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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期）
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新経済・財政再生計画 改革工程表2020 社会保障 ４．給付と負担の見直し

高齢化や現役世代の急減という人口構造の変化の中でも、国民皆保険を持続可能な制度としていくため、勤労世代の高齢者医療への負担状
況にも配慮しつつ、必要な保険給付をできるだけ効率的に提供しながら、自助、共助、公助の範囲についても見直しを図る。

－ －

－ －

－ －

21 22 23

６０．外来受診時等の定額負担の導入を検討

ａ．全世代型社会保障検討会議や関係審議会等の議論を踏まえ、医療

機関が都道府県に外来機能を報告する制度を創設し、地域の実情に応

じて、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するための法

制上の措置を講じる。

ｂ．上記を踏まえ、紹介状なしの大病院受診時定額負担に関して、当

該医療機関のうち一般病床200床以上の病院にも対象を拡大し、保険

給付の範囲から一定額を控除し、それと同額以上の定額負担を追加的

に求めること等について、中央社会保険医療協議会で具体的に検討す

る。また、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。 《厚生労働省》

５７．高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保

有状況を適切に評価しつつ、「能力」に応じた負担の検討

ａ．マイナンバーの導入等の金融資産の把握に向けた取組を踏まえつ
つ、医療保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方
について、2020年の関係審議会のとりまとめを踏まえ検討課題の整理
を行うなど関係審議会等において、預金口座へのマイナンバー付番の
状況を見つつ、引き続き検討。
ｂ．2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、介護保険の補
足給付の見直しについて、必要な周知広報を行いつつ、施行。《厚生
労働省》

５８．団塊世代が後期高齢者入りするまでに、後期高齢者の窓口負担

について検討

ａ．全世代型社会保障改革の方針（令和２年12月15日閣議決定）を踏
まえ、課税所得28万円以上かつ年収200万円以上（単身世帯の場合。
複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上）の方に
限って、窓口負担割合を２割とすること等とし、2021年の通常国会に
必要な法案の提出を図る。《厚生労働省》

５９．薬剤自己負担の引上げについて幅広い観点から関係審議会にお

いて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

ａ． 2020年の関係審議会のとりまとめを踏まえ、医療資源の効率的
な活用を図る観点から、薬剤給付の適正化に向けて、保険者の上手な
医療のかかり方及びセルフメディケーションの推進策の具体化につい
て関係審議会において早期の結論を得るべく引き続き検討するととも
に、その他の措置についても検討。《厚生労働省》
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（薬剤自己負担の引上げ）

○ 薬剤自己負担については、改革工程表において、「諸外国の薬剤自己負担の仕組み（薬剤の種類に応じた保険償還率や一定額までの全額
自己負担など）も参考としつつ、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランス等の観点から、（中略）関係審議会において検討し、その
結果に基づき必要な措置を講ずる」とされている。

○ これを踏まえ、当部会においては、
① 市販品類似の医薬品の保険給付の在り方
② 自己負担の引上げ以外の方策による薬剤給付の適正化策（セルフメディケーションの推進等）
等の各論点について議論を行った。

○ ①市販品類似の医薬品の保険給付の在り方については、
・ 皆保険制度を維持するためには、大きなリスクは共助、小さなリスクは自助という方向に進まざるを得ず、市販品類似薬については保
険給付範囲からの除外や償還率の変更も考えざるを得ないのではないか

・ 薬剤の自己負担の引上げについて、諸外国の例も参考にしつつ、十分な財政効果が得られるような見直しを図っていくべきではないか
という意見がある一方で、
・ 医療上の必要性に応じて適切な医薬品を選択できるよう担保することが必要であり、財政問題だけで保険適用を見直すことは適当では
ないのではないか

・ 医療用と市販薬では、同一の成分であっても期待する効能・効果や使用目的、患者の重篤性が異なる場合があり、市販薬の有無で取扱
いを変えるのは理解し難いのではないか

という意見があった。

○ ②自己負担の引上げ以外の方策による薬剤給付の適正化策については、
・ 薬剤給付の適正化に向けては、自己負担の見直しのみならず、後発医薬品の利用促進やセルフメディケーション税制の拡充、生活習慣
病の治療薬の在り方等についても検討すべき

・ 新型コロナウイルス感染症による受診控えに伴い、OTC医薬品の利用が進むなど、患者の意識も変化しつつあるため、スイッチOTC医薬
品に限らず、OTC医薬品全般の使用を進めるという観点で、セルフメディケーションの推進に取り組むべきではないか

という意見があった。

○ これらの意見を踏まえ、医療資源の効率的な活用を図る観点から、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師と連携しつつ、保険者の立場からも
上手な医療のかかり方とセルフメディケーションの推進策を講じるべきである。

○ なお、市販品類似の医薬品の保険給付の在り方等の薬剤自己負担の見直しや他の薬剤給付の適正化策については、引き続き検討すべきで
ある。

社会保障審議会医療保険部会 議論の整理（令和２年12月23日）（抄）
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健保組合の成果連動型民間委託方式による保健事業への補助

＜事業イメージ＞

健保組合 事業者

対象者

厚生労働省

①公募 ②成果連動型支払契約

③保健事業の実施④成果評価

⑤成果に応じた支払⑥補助金交付

成果連動型民間委託方式の事業スキームの構築

健保組合が成果連動型民間委託方
式の事業スキームを構築するために要
する費用を補助する。

○ 「成果連動型民間委託契約方式（PFS）アクションプラン（令和2～４年度）」において、重点３分野の１つに
「医療・健康」が位置づけられ、地方公共団体等が実施する保健事業について、PFSの普及促進が掲げられている。

○ これを踏まえて、健保組合においても、PFSを活用した保健事業を推進するため、本補助事業を実施することでス
キームを構築し、その成果の横展開を図る。
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「上手な医療のかかり方」の一環として、セルフケア・セルフメディケーションに関する普及啓発活動から実践支援までを一貫して行い、加入者の行動変容を後押しする仕組みを構築

本取組の背景・目的

• 加入者の声から判明した課題：当健保で実施した加入者へのインタビュー¹によると、コロナ禍における医療機関受診に苦慮している加入者が多く存在し、医療機関への受診や
OTC医薬品の活用方法など、「上手な医療のかかり方」を加入者に普及・浸透させていく必要性が顕在化してきた
1:委託業者の協力を得て当健保組合加入者約50名に実施

• レセプト分析から判明した課題：当健保の医療費の特徴として、軽度な症状の疾患にかかる医療費の割合が比較的大きいこともあり、早期発見・重症化予防と同様に軽度な症
状の疾患の医薬品費適正化も喫緊の課題である

症状に応じた受診勧奨や市販薬への
切り替え時の注意点などの薬選び全
般に関して薬剤師へ相談できる機会
を提供

サポート体制 ECサイト・ヘルスケアポイント

スイッチOTC医薬品を購入出来るEC
サイトを活用し、同サイトで使用出来る
ヘルスケアポイントを提供することで加
入者に対するインセンティブを提供

セルフケア・セルフメディケーション実践支援セルフケア・セルフメディケーション普及啓発活動

セルフケア・セルフメディケーションに関す
るセミナーを開催。組合ポータルサイトな
どを活用した広報活動を実施

個別勧奨通知送付

医師・薬剤師と連携のうえ、レセプト
データからスイッチOTCの活用可能性
がある患者を抽出し、セルフケア・セルフ
メディケーションに関するリーフレットを各
自宅へ郵送

本取組の内容

セミナー開催・広報活動

上記の課題認識のもと、「上手な医療のかかり方」を普及・啓発することによる「加入者の健康の維持増進」および「医療費の適正化」の両立を目的とし、本取組を実施する

事業名：「医療費適正化に繋がるセルフメディケーション推進事業」 三菱商事健康保険組合

定性・定量の両面で効果を検証することにより、加入者の意識・行動およびセルフケア・セルフメディケーションの受容度を測定し、次年度以降の取り組みに反映

取組前後でのセルフケア・セルフメディ
ケーションの受容度（理解・実践）
を検証

薬剤師への相談数・内容意識調査アンケート結果

セルフケア・セルフメディケーションの受
容度について、薬剤師への相談回
数の推移や相談内容から検証

当健保のレセプトデータ 個別勧奨通知の効果

対象者をランダムに2群に分類、記載
内容が異なる2種類のリーフレットを送
り分けることで訴求内容の違いによる
行動変容の差を検証

2018-2020年度及び今年度のレ
セプトを比較し、医療費適正化効
果及び受診パターンの変化を検証

加入者の意識の変化行動変容への影響 セルフケア実践への影響

取組終了後の効果検証（現時点で想定する検証項目の例）

測定
項目

使用
データ

（※医療費適正化効果および薬剤師への相談回数については成果連動型報酬の指標として使用）

委託事業者への成果連動分の支払額は「対象疾患に係る受診の減少数」及び「薬剤師への相談件数」を指標とした算式で算定（予定）4



（参考）今後のスケジュール（案）

R3(2021)
年度

R4（2022）
年度

R5(2023)
年度

R6(2024)
年度

第3期データヘルス
計画

第4期
医療費適正化

計画
（国）

第4期
医療費適正化

計画
（都道府県）

4期計画
(2024~29)

・指標、目標作成
・医療費推計方法
検討

医療保険部会

第三期の進
捗と論点
提示

都道府県における
医療費適正化計画策定作業

論点別の議論
（枠組み）

まとめ

保険者における第3期
データヘルス計画策定作業

第3期計画
(2024~29)

「データヘルス計画作成の手
引き」の改訂

全国医療費
適正化計画

提示
(3月頃)
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